
 I nformation  各機関からのお知らせ

消費者力
UP通信

マイナポイント
に乗じた詐欺に
注意！

安心して役場の相談窓口にご相談ください！
相談は秘密厳守で、匿名でもできます。
情報提供も受付中です。

▽ 消費者ホットライン

　☎ 1
い

8
や

8
や

（9 時～ 17 時）

▽ 消費生活相談窓口（産業課内）
　☎ 985-4120　FAX 985-4147

　皆さんがマイナポイントを取得するための手続きで、町
職員などが以下のことを行うことは絶対にありません。
　
○　マイナンバー、口座番号、暗証番号、資産の情報、家族
　構成などの個人情報の聞き取り
○　通帳やキャッシュカードの確認やお預かり
○　金銭（手数料など）の要求

※　不審な電話などがあったら、すぐに消費生活相談窓口
　に相談しましょう。
※　マイナンバーカードやパスワードの管理（手続き時の
　置き忘れなど）にもご注意ください。

お気軽にどうぞ！

消費生活相談員
武田　咲枝

　９
月
中
旬
ま
で
募
集
予
定

広
告
を
募
集
し
ま
す

▼
日
程　

10
月
～
12
月（
①
②
各
10
回
）

▼
時
間　

①
19
時
30
分
～
20
時
20
分

　
　
　
　

②
20
時
30
分
～
21
時
20
分

▼
場
所　

松
前
公
園
体
育
館
ア
リ
ー
ナ

▼
定
員
　
①
②
各
70
人（
抽
選
）

▼
受
講
料
　
町
内
の
人　

２
０
０
０
円

　
　
　
　
　

町
外
の
人　

２
４
０
０
円

▼
受
付
期
間

　

９
月
１
日（
火
）
～
23
日（
水
）

▼
申
し
込
み
方
法
　
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
、
郵

送
、
窓
口
の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、９
月
に
回
覧
予
定
で
す
。

松
前
公
園
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
同
窓
口
と
社
会

教
育
課
に
も
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

松
前
公
園（
〒
７
９
１
―
３
１
２
０

松
前
町
大
字
筒
井
６
３
８
番
地
）

　
　

☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
９
８
４
―
７
２
２
７

メ
ー
ルtop@

i-m
asaki.jp

　松
前
公
園
ス
ポ
ー
ツ
講
座

体
幹
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

　

子
育
て
に
役
立
つ
情
報
を
ま
と
め
た

「
ま
さ
き
っ
子　

子
育
て
ブ
ッ
ク
『
は
ぐ

は
ぐ
』」の
官
民
共
同
発
行
に
向
け
、
広

告
を
掲
載
す
る
事
業
者
を
募
集
中
で
す
。

▼
発
行
部
数　

２
５
０
０
部

▼
発
行
時
期　

令
和
２
年
12
月
予
定

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス

　
　

☎
０
８
４
―
９
８
２
―
５
５
５
７

　ひ
と
り
親
家
庭
対
象

パ
ソ
コ
ン
講
座

▼
日
程　

９
月
17
日（
木
）
～
令
和
３

年
１
月
28
日（
木
）の
毎
週
木
曜
日　

　

９
時
～
16
時（
全
18
回
）

※
12
月
31
日
、
１
月
21
日
を
除
く
。

▼
対
象　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
か
子
、

寡
婦
で
、
全
日
程
出
席
で
き
る
人

▼
定
員　

10
人（
応
募
多
数
の
場
合
は

選
考
し
て
決
定
）

▼
受
講
料　

無
料（
教
材
費
や
検
定
料

は
自
己
負
担
）

▼
場
所　

県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー
（
松
山
市
本
町
７
丁
目

２
番
地　

愛
媛
県
本
町
ビ
ル
１
階
）

※
公
共
交
通
機
関
の
ご
利
用
を
。

▼
申
込
方
法　

認
め
印（
朱
肉
を
使
う

も
の
）と
次
の
書
類
を
持
っ
て
、
福
祉

セ
ン
タ
ー
２
階
、
子
育
て
・
健
康
課
児

童
福
祉
係
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
ひ
と
り
親
家
庭
】
ひ
と
り
親
家
庭
医

療
受
給
者
証
か
児
童
扶
養
手
当
証
書

【
寡
婦
】寡
婦
と
分
か
る
戸
籍
謄
本

▼
受
付
期
間　

　

８
月
17
日（
月
）
～
31
日（
月
）

※
満
１
歳
以
上
未
就
学
児
の
託
児
も
で

き
ま
す（
住
民
税
非
課
税
な
ど
の
場
合

は
無
料
）。
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

☎
９
０
７
―
３
２
０
０
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